
津市中山間地域等直接支払交付金交付要綱 

 

平成２９年３月３１日訓第５７号  

 

 改正 令和７年７月４日訓第５４号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等において、

農用地における耕作及び農用地等の適切な維持管理（以下「農業生産活動等」

という。）並びに環境整備及び体制整備を支援することにより、当該中山間

地域等における耕作放棄の発生の防止及び多面的機能の確保を図るため、中

山間地域等直接支払交付金実施要領（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第

３８号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。）、中山間地

域等直接支払交付金実施要領の運用（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第

７４号農林水産省構造改善局長通知）及び津市補助金等交付規則（平成１８

年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に基づき交付金を交付

することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（名称） 

第２条 前条の交付金は、「中山間地域等直接支払交付金」（以下「交付金」

という。）と称する。 

 （交付の対象） 

第３条 交付金は、本市の区域内における実施要領第４の１⑴から⑶まで及び

⑽に規定する地域において、実施要領第６の２⑴の集落協定（以下「集落協

定」という。）又は⑵の個別協定（以下「個別協定」という。）に基づき、

５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し、これを交付する

ものとする。 

 （交付対象農地） 

第４条 交付金の算定対象となる農地は、本市の区域内における農用地区域

（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２

項第１号の規定に基づき津市農業振興地域整備計画において定められた農用

地区域をいう。）及び地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号）第１９条第１項に定める地域計画をいう。）の区域に存する１ヘ

クタール以上の面積を有する一団の農用地であって、実施要領第４の２⑴か



ら⑷まで及び⑹のいずれかの基準を満たすもの（以下「交付対象農地」とい

う。）とする。 

 （交付金の額） 

第５条 交付金は、別表左欄に掲げる地目に応じ、同表中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表右欄に掲げる交付単価を限度とし、予算で定める範囲内に

おいて、これを交付するものとする。ただし、集落協定において農業生産活

動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合又は実施要領第６

の２⑵イに規定する自作地を対象とする個別協定において農用地の利用権の

設定等として取り組むべき事項を実施しない場合における交付金は、同表右

欄に掲げる額に０．８を乗じて得た額を限度とする。 

 （実績の報告） 

第６条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

交付対象活動が完了した日から起算して３０日を経過した日又は交付金の交

付の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、これを行わ

なければならない。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年７月４日訓第５４号） 

１ この訓は、決裁の日から施行する。 

２ 改正後の津市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和７年４

月１日以後に実施した活動に係る交付金について適用する。 

  



別表（第５条関係） 

地目 区分 交付単価 

田 急傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり２１，０００

円 

緩傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり８，０００円 

畑 急傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり１１，５００

円 

緩傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり３，５００円 

草地 急傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり１０，５００

円 

緩傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり３，０００円 

草地比率の 

高い草地 

交付対象農地の面積１０アール当たり１，５００円 

採草 

放牧地 

急傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり１，０００円 

緩傾斜 交付対象農地の面積１０アール当たり３００円 

備考 

１ 実施要領第６の３⑵イ（イ）に掲げる超急傾斜農地保全管理加算に該

当する場合は、田及び畑にあっては交付単価に６，０００円を上限にそ

れぞれ加算する。 

２ 実施要領第６の３⑵イ（ウ）に掲げるネットワーク化加算に該当する

場合は、集落協定又は個別協定の対象となる農用地（以下「協定農用

地」という。）のうち５ヘクタール以下の部分については交付単価に１

０，０００円を上限に、協定農用地のうち５ヘクタール超、１０ヘク

タール以下の部分については交付単価に４，０００円を上限に、協定農

用地のうち１０ヘクタール超、４０ヘクタール以下の部分については交

付単価に１，０００円を上限にそれぞれ加算する。ただし、１協定当た

りの加算額は、１年につき１００万円を上限とする。 

３ 実施要領第６の３⑵イ（エ）に掲げるスマート農業加算に該当する場

合は、交付単価に５，０００円を上限にそれぞれ加算する。ただし、１

協定当たりの加算額は、１年につき２００万円を上限とする。 

 


